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通学シャトルバス運行について 

2025 年 3 月 1 日 

 

京都芸術デザイン専門学校の通学シャトルバスの運行に際しての重要な事項が記載されていますので、必ず確認

してください。 

 

【運行日】 

運行日は授業日と試験日とし、運行カレンダーに従います。ただし運行カレンダーは変更する場合があります。 

 

【運行概要】 

① このバスは、京都芸術デザイン専門学校と㈱新京阪観光案内所に委託し、運行をします。 

② 京都芸術デザイン専門学校と JR 京都駅の往復直通便で途中下車は行いません。 

③ 運行時刻は下記表の通りですが、天候および交通事情等により時刻表どおり運行しない場合があります。  

④ 利用者は本書の内容に同意し、誠実に遵守してシャトルバスを利用するものとします。 

 

 行き 帰り 

発車時間 8：10 16：35 

発車場所 
JR 京都駅八条口 

貸切バス乗降場 

京都芸術デザイン専門学校 

秀徳館 

到着場所 
京都芸術デザイン専門学校 

秀徳館 
JR 京都駅八条口 

 

【利用料金】 

定期代金は下記の通りです。 

前期：45,000 円 ／ 後期：45,000 円 ／ 年間：90,000 円 

 

【利用対象者】 

このバスは、京都芸術デザイン専門学校に在籍する全学生がその利用申込対象です。ただし、バスの乗車定員や

運行本数の関係上、京都芸術デザイン専門学校が利用者を選抜決定します。乗車の許可がおり、かつ定期券代

金を支払った者を利用対象者とし、下記【選抜方法】に従います。 

 

【利用申込方法】 

申込の方法・期間等は、運行開始日の 1 カ月前までに事務局より告知されます。利用希望者は告知された内容

に従って手続きを行います。 

 

 

 



京都芸術デザイン専門学校 

【選抜方法】 

下記①または②のいずれかの方法で選抜を行います。選抜方法は申し込み方法・期間とともにお知らせをします。 

① 申込者のうち自宅通学の学生であり、かつ申込時に申告された最寄り駅が本校から遠方の学生を優先します。

なお、ここで定める最寄り駅とは、自宅に最も近い電車の駅を指し、最寄り駅へ移動します際のバスや自転車そ

の他の交通機関は含みません。ただし空き状況によっては近隣の学生も申し込み受付をします。 

② 申し込みの先着順で決定をします。 

 

【利用】 

学期の途中で利用を辞退する場合は、乗車を辞める月の前月 20 日までに辞退申請を提出してください。 

定期券を事務局に返却後、返金手続を行います。払戻金額は下記表の通りです。払戻に係る振込手数料等は

利用者負担となります。 

 

【半期定期券】 

利用停止時期 申請期限 払戻金額 

前

期 

5 月～ 4 月 20 日 35,850 円 

6 月～ 5 月 20 日 25,150 円 

7 月～ 6 月 20 日 13,910 円 

利用停止時期 申請期限 払戻金額 

後

期 

10 月～ 9 月 20 日 41,590 円 

11 月～ 10 月 20 日 30,350 円 

12 月～ 11 月 20 日 19,670 円 

1 月～ 12 月 20 日 10,120 円 

 

【年間定期券】 

利用停止時期 申請期限 払戻金額 

5 月～ 4 月 20 日 80,560 円 

6 月～ 5 月 20 日 69,600 円 

7 月～ 6 月 20 日 58,090 円 

8 月～ 7 月 20 日 45,490 円 

9 月～ 8 月 20 日 43,840 円 

10 月～ 9 月 20 日 40,560 円 

11 月～ 10 月 20 日 29,600 円 

12 月～ 11 月 20 日 19,180 円 

1 月～ 12 月 20 日 9,870 円 
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【緊急時の対応】 

災害、事故または病気などの緊急を要すると判断された場合には、その運行を停止します措置を講ずるものとします。

なお、運行停止などの判断は京都芸術デザイン専門学校事務局がその権利を有します。 

 

【利用について】 

利用者は以下①～⑤を遵守してください。 

① 定期券の券面に氏名が記載された名義人が利用し、名義人以外は使用できません。 

② 乗車時には運転士に定期券を提示し、定期券がない場合は乗車できません。 

③ 安全のためシートベルト着用し、運行の安全を確保するため運転士の必要な指示に従ってください。 

④ 車内での大声での会話や飲食は控えてください。 

⑤ 乗降車時は歩行者などの通行を妨げないよう注意してください。 

 

【違反行為など】 

①～⑤の違反や他の同乗者への迷惑行為、安全な運行を妨げる行為等があった場合は学校が利用を解除するこ

とができます。 

 

 


